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第 466 回岐阜地方最低賃金審議会議事録 

 

令和３年 10 月 18 日（月）５階共用第一会議室 

市岡室長 

定刻となりました。 

本日は御多用のところ第 466 回岐阜地方最低賃金審議会

に御出席賜り厚く御礼申し上げます。 

本日は、委員全員が出席されており、最低賃金審議会令

第５条第２項に規定する定足数を満たしており、本会が有

効に成立しておりますことを御報告いたします。 

また、本会は公開審議としておりますが、傍聴の申込み

はございませんでした。 

審議に先立ちまして、10 月 1 日付けで着任しました大地

岐阜労働局長から御挨拶を申上げます。 

大地局長 大地と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

市岡室長 
それでは、ここからは浅井会長に進行をお願いいたしま

す。 

浅井会長 

これより第 466 回岐阜地方最低賃金審議会を開催しま

す。 

議題１「特定最低賃金の改正決定について」です。 

各特定最賃専門部会の結論について事務局から報告し

てください。 

加賀専門監 

資料１を御覧下さい。 

「岐阜地方最低賃金審議会 特定最低賃金専門部会の

審議結果」です。 

まず、岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械

器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は、改定額 907 円、

引上げ額 20 円、引上げ率は 2.25％、全会一致の結審とな

り、最低賃金審議会令第６条５項を適用し答申を受けまし

た。改正発効日は 12 月 21 日です。 

次に、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金は、改定
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額 951 円、引上げ額 19 円、引上げ率は 2.04％、全会一致

の結審となり、最低賃金審議会令第６条５項を適用し答申

を受けました。改正発効日は 12 月 21 日です。 

最後に、岐阜県航空機・同附属品製造業最低賃金は、現

行額 971 円を据え置くことで全会一致の結審となり、最低

賃金審議会令第６条５項を適用し答申を受けました。  

報告は以上です。 

浅井会長 

ただ今、事務局から報告がありましたように、全ての専

門部会において「全会一致」により結審していただきまし

た。 

参加された委員の皆様におかれましては、慎重かつ精力

的な調査審議をしていただいたと思っております。どうも

ありがとうございました。 

それでは、改めてですが、今年度の審議全般について何

か御意見、御質問などがございましたらお伺いします。 

まず、労働者側はいかがでしょうか。 

隣垣委員 
使用者側委員から御発言いただきますようお願いいた

します。 

安藤委員 

まだまだコロナ禍で経済は非常に厳しい状況の中、今年

度の特定最低賃金の審議が行われたと理解しております。 

特に岐阜県の電機、自動車、航空機の三つの産業につき

ましては、それぞれ状況が違う中、３分野の専門部会で労

使の皆様が真摯に議論していただいた結果、本日御説明い

ただいたとおり３業種とも全会一致で結審させていただ

いたと理解しております。来年以降の状況は見えません

が、やはり県内産業の発展について労使で協力してやって

いく必要がございますのでそういった視点で今後も対応

させていただきたいと考えております。 

以上です。 

浅井会長 それでは、労働者側いかがでしょうか。 
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隣垣委員 

今年の特定最低賃金につきましては、異例な結果が示さ

れたと思っています。それぞれの業種で真摯に協議され、

それぞれの立場で決断されたことでしょうが、労使双方が

苦しい判断を迫られたのではないでしょうか。 

特に、航空機につきましては、現状維持という結果とな

りました。航空機の専門部会委員からいろいろと報告をい

ただきましたが、今後の労使関係を第一優先に考え判断さ

れたものと思います。 

また、今後、労使がお互いに協力することにより、生産

性の向上をはかり経営状況を好転させることが必要であ

り、その状況下で審議を行えればと思います。３業種の結

審結果を尊重させていただきますが、来年以降もしっかり

協議ができることを願っています。 

以上です。 

浅井会長 ほかの委員の方、御意見はございますでしょうか。 

各委員 （発言なし。） 

浅井会長 
それでは、大地局長から答申について御挨拶をいただき

ます。 

大地局長 

ただ今御報告いたしましたように、８月 20 日に諮問い

たしました３件の特定最賃の改正決定につきまして、10 月

15 日までに全て「全会一致」で答申をいただきました。 

公益委員の方々を始めといたしまして、各委員の皆様に

は結論のとりまとめに当たり多大な御努力をいただきま

したことを、改めて厚く御礼申し上げます。 

今後、改正発効日であります 12 月 21 日に向けまして、

所要の手続を進めていきたいと考えております。 

誠にありがとうございました。 

浅井会長 
次に、議題２の「専門部会の廃止について」です。 

事務局から説明してください。 
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市岡室長 

最低賃金審議会令第６条第７項において、「最低賃金専

門部会はその任務を終了した場合は、審議会の議決により

廃止する。」と規定しています。 

岐阜県最低賃金専門部会は、既にその任務を終了してい

ますので、本日付けで廃止する議決をいただきたいと考え

ております。 

また、特定最低賃金３業種の専門部会については、異議

申出がなかった場合、異議申出期間の満了をもって廃止す

るとの議決をお願いしたいと思います。  

浅井会長 

それでは、「岐阜県最低賃金専門部会を本日付けで廃止

すること」及び「３件の特定最低賃金専門部会について、

異議申出がなかった場合、異議申出期間の満了をもって廃

止すること」について議決をしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

各委員 異議なし。 

浅井会長 

異議なしということで、事務局からの提案どおり、それ

ぞれの専門部会を廃止することといたします。  

次に議題３「その他」について、事務局から何かありま

すでしょうか。 

市岡室長 

今後の審議日程について御連絡します。 

答申に対する異議申出があった場合、異議申出対応の本

審を、11 月４日（木）午前 10 時から開催します。 

開催の有無につきましては、異議申出期間終了後、11 月

２日（火）に電子メールによりお知らせします。 

以上です。 

浅井会長 ほかに委員の皆様から何かございますでしょうか。 

各委員 （発言なし。） 
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浅井会長 

それでは、本日の審議会は閉会とします。  

次回審議会は、異議申出が無かった場合、来年３月 23 日

（水）に開催します。 

皆様お疲れ様でした。 

 


